
大分県公民館連合会 沿革 

○大分県公民館連合会は、昭和 41 年に旧大分県公民館連協議会の名称及び会則を改めて設立された（期日は不明） 

公民館組織が出来るまでの県・全国の動き 

※昭和 21 年 11 月 大分郡賀来村に県下初の公民館設置 

 ・公民館とは「機能」か「館」かの論議～28 年頃まで  ・「青空公民館」と「館公民館」時代 

 ・行政主導の公民館と民意の集まりの公民館の始まり  ・「公民館設置」の機運が高まる（昭和 23 年頃から） 

○昭和 21 年 7 月 1 日 ・文部省「公民館の設置運営要綱」※全国的に郡市公民館連絡協議会の設立が進む 

○昭和 24 年 6 月社会教育法の公布 

大分県公民館連合会のあゆみ 全国公民館連合会関係のあゆみ 

昭和 25 年 11 月 大分県公民館連絡協議会結成 

･大分県公民館連絡協議会結成大会が大分市で開催 

･初代会長に阿部耘平氏（別府市）就任 

･事務局を別府市に置く（当時の公民館数 126 館） 

※大分県公民館連絡協議会主導で研修会等の開催 

※郡市単位の公民館連絡協議会が県内各地に発足を始

めた 

○昭和 25 年 6 月 

戦後初の全国公民館職員講習会 

開催（全国組織結成の提案） 

○昭和 25 年 12 月 

九州公民館連絡協議会結成 

 

 

○26 年 3 月 

全国公民館連絡協議会結成 

 

○昭和 29 年頃 

公民館は「館
やかた

」という事の確認 

 

○昭和 34 年 12 月 

「公民館の設置及び運営に関する

基準」 

○昭和 40 年 2 月 

「全国公民館連絡協議会」を「社団

法人全国公民館連合会」に改称 

○昭和 44 年 12 月 

公民館振興市町村長連盟の創立発

足 

 

○昭和 53 年から全国公民館大会を

2 分する 

①全国公民館研究集会 

②全国公民館振興大会(平成 9 年度

で終了) 

○平成 15 年 6 月「公民館設置及び

運営に関する基準」改正 

○平成 20 年 6 月社会教育法改正 

 

昭和 25 年 12 月 九州公民館連絡協議会結成大会において九公連に加入 

昭和 26 年 3 月 第 1 回大分県公民館大会開催 

昭和 26 年 11 月 全国公民館連絡協議会結成大会において全公連に加入 

昭和 29 年 6 月 大分県公民館主事会の結成 

昭和 31 年 4 月 教育事務所を中心にした地区公民館連絡協議会が発足 

昭和 32 年 5 月 第 6 回全国公民館大会を別府市で開催 

昭和 34 年 7 月 県公連発足 10 周年記念大会開催 

「大分県公民館の歌」発表 

昭和 38 年～40 年 事務局を県社会教育課に置く 

昭和 41 年 事務局を湯布院町に置く 

昭和 41 年 「大分県公民館連合会」と名称を改める 

昭和 45 年 「市町村から県公連へ負担金 2 万円を出す」ことを決定 

16 市計 32 万 47 町村各 2 万 計 126 万 

昭和 45 年 5 月 大分県公民館主事会の解散 

昭和 46 年～(現在) 事務局を県社会教育課に置く 

昭和 46 年 県公連に館長部会・主事部会の設置 

昭和 50 年 7 月 大幅会則改正 

・県公連規約に地区公民館連合会を位置づける 

・副会長に主事代表を置く 

昭和 55 年 5 月 

 

平成 2 年 4 月 

平成 17 年 7 月 

平成 19 年 6 月 

 

平成 21 年 4 月 

平成 21 年 5 月 

 

平成 23 年 5 月 

 

平成 25 年 5 月 

大幅会則改正 

・地区公民館連合会会則に関する項の削除等 

県社会教育課を生涯学習課に改組 

平成 18 年度以降の県公連会費を決定 

会則改定 

・評議員の廃止等 

県生涯学習課を社会教育課に改組 

会則改正 

・事務局を県生涯学習課から県社会教育課へ変更 

会則改正 

・総会構成員を各市町村公民館関係職員と改める 

会則改正 

・豊肥地区公連と佐伯地区公連を合併して、豊肥・佐伯

地区連合会とする 

☆参考資料・・「大分県公民館のあしあと」「県公連総会資料」「全公連 25 年史」「全公連 50 年史」その他関係者から

の聞き取り 


